
東近江市建設工事の入札に係る最低制限価格の算定基準 

 

１ 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、予定価

格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額と

し、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗

じて得た額 

 

 (1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 

  (2) 共通仮設費の額に10分の９を乗じて得た額 

  (3) 現場管理費の額に10分の９を乗じて得た額 

  (4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 

 

２ 特別なものについては、１にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2ま

での範囲内で定める割合を予定価格に乗じて得た額 


